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伊勢湾・三河湾では、３月６日（金）から「いかなご漁」が解禁となりました。

「いかなご漁」は、日々移動する「いかなご」を追って、多いときで５００隻以上

の漁船が、一般船舶の通航帯を含む湾内で集中して操業を行います。そのため、「い

かなご漁船」と一般船舶との海難が懸念されることから、双方の安全を確保するた

め、第四管区海上保安本部では、一般船舶に対し操業場所等の情報を提供していま

す。 

 

 

第四管区海上保安本部では、操業中の事故防止等を目的に、平成１８年に漁業

関係者と一般船舶関係者が相互に情報共有・意見交換を行う場として「伊勢湾・

三河湾海域利用者協議会」を発足させました。 

しかし、その後も、一般船舶がいかなご漁船の曳いている網を引っかけ、漁船

が転覆するなどの海難が発生したことから、平成２３年に同協議会と連携し、名

古屋港海上交通センター及び伊勢湾海上交通センターからインターネットやＶ

ＨＦ無線等での操業情報の提供を開始しました。（平成２２年以降、いかなご漁

船と一般船舶の衝突海難は発生していません。） 

さらに、今年度は同協議会において、２隻のいかなご漁船に、周囲の船舶や海

上交通センターに位置情報を発信できる装置（簡易型 AIS）を搭載しました。こ

れまで、小型のいかなご漁船は、遠方の一般船舶からは早期に発見しにくく、衝

突の危険性がありましたが、この装置の搭載により、早期にいかなご漁船群を発

見し回避できるようになり、漁船の操業の安全性がさらに高まりました。 

 

 

 

 

 

 

        

 

問い合わせ先 

海上保安庁第四管区海上保安本部 

交通部安全課長 安達 裕司（内線 2620） 

電話 052-661-1611（代表）  

簡易 AIS を搭載した漁船 

「いかなご漁」が解禁となりました 

～操業漁船に注意して航行してください～ 

 

情報提供中の海上交通センター 

簡易型 AIS を搭載した漁船 

簡易型 AIS の表示画面 



 

【情報提供に関する概要】 

・期間 

  ３月６日（金） ～ いかなご漁終了時（６月頃） 

・伊勢湾海上交通センターからの情報提供手段および内容 

ＶＨＦ無線及びＡＩＳによる「操業情報」 

インターネットホームページによる「操業漁船情報図」の提供 

 

 

●伊勢湾海上交通センターがインターネットで提供している 

「二そう曳き操業漁船状況」 （平成２７年３月９日の状況） 

 

 

 

●いかなご漁船が集中して操業している状況（平成２７年３月６日松阪沖） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

●いかなご漁船群を回避して航行する大型タンカーのレーダー画像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●いかなご漁の操業形体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：愛知県ホームページ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左上：いかなご 

左下：いかなご漁獲状況 

右下：いかなご（こうなご）加工品 

（写真：愛知県水産試験場ＨＰより） 



 

参考  

 

     

 

 

 






